
安堵町まち・ひと・しごと創生総合戦略策定委員会設置要綱 

 

（設置） 

第１条 安堵町の人口の現状と将来の展望を提示する人口ビジョン及び今後５ 

か年の目標・施策の基本的方向性を提示する安堵町まち・ひと・しごと創生

総合戦略（以下「総合戦略」という。）の策定に関し、広く関係者から意見を

聴取するため、安堵町まち・ひと・しごと創生総合戦略策定委員会（以下「委

員会」という。）を設置する。 

 （所掌事項） 

第２条 委員会が所掌する事項は、次のとおりとする。 

 （１） 安堵町人口ビジョンの策定に関すること。 

 （２） 総合戦略の策定に関すること。 

 （３） その他特に必要な事項に関すること。 

 （組織） 

第３条 委員会は、委員１５人以内をもって組織する。 

 （委員） 

第４条 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。 

 （１） 学識経験等を有する者 

 （２） 産業関係団体の代表者 

 （３） 金融機関の代表者 

 （４） 教育関係の代表者 

 （５） 町民の代表者 

 （６） その他町長が必要と認める者 

２ 委員の任期は、委嘱の日から総合戦略の策定の日までとする。 

 （委員長及び副委員長） 



第５条 委員会に委員長及び副委員長を置く。 

２ 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。 

３ 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 

４ 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、又は委員長が欠

けたときは、その職務を代理する。 

 （会議） 

第６条 会議は、委員長が招集し、その議長となる。 

２ 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。 

３ 会議の議事は出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決

するところによる。 

４ 議長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、

説明又は意見を聴くことができる。 

５ 会議は、原則として公開とする。 

 （庶務） 

第７条 委員会の庶務は、総合政策課において処理する。 

 （その他） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町

長が別に定める。 

   附 則 

 この要綱は、公布の日から施行する。 

 

 


